
      

活
動
家
の
排
除
を
ね
ら
う
「
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
」
の
法
制

化
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
「
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
」
と
は
、

「
解
雇
無
効
」
判
決
が
出
さ
れ
た
り
、
「
不
当
解
雇
」
が
証
明
さ

れ
て
も
元
職
場
に
戻
ら
な
い
、
戻
れ
な
い
労
働
者
が
、
こ
の
制
度

を
利
用
す
れ
ば
、
一
定
の
金
銭
が
労
働
者
に
支
払
わ
れ
、
解
雇
を

成
立
さ
せ
る
仕
組
み
で
あ
る
。 

政
府
、
財
界
曰
く
「
不
当
に
解
雇
（
首
切
り
）
さ
れ
る
労
働
者

が
い
る
。
し
か
し
、
何
も
で
き
ず
退
職
し
て
い
る
（
泣
き
寝
入

り
）
労
働
者
を
保
護
す
る
シ
ス
テ
ム
が
な
い
」
と
。
と
ん
で
も
な

い
「
保
護
す
る
シ
ス
テ
ム
」
は
あ
る
。
都
道
府
県
に
あ
る
「
労
働

局
の
あ
っ
せ
ん
」
や
労
働
委
員
会
、
労
働
審
判
（
裁
判
所
）
制
度

な
ど
で
あ
る
。
問
題
は
こ
う
し
た
制
度
を
充
実
さ
せ
ず
、
監
督
官

を
削
減
し
、
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
を
は
び
こ
ら
せ
、
労
働
基
準
法
違
反 

  

      

（
違
反
企
業
70
％
）
を
野
放
し
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

制
度
と
し
て
な
い
の
は
「
解
雇
を
金
銭
で
解
決
で
き
る
制
度
」、

つ
ま
り
カ
ネ
を
払
え
ば
解
雇
で
き
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

解
雇
の
金
銭
解
決
は
、
活
動
家
を
解
雇
し
、
職
場
復
帰
さ
せ
ず
、

金
銭
解
決
す
る
こ
と
を
合
法
化
す
る
。
そ
れ
は
使
用
者
に
よ
る
悪

用
や
活
動
家
排
除
、
労
組
活
動
の
自
粛
に
直
結
す
る
。 

政
府
・
財
界
は
先
の
国
会
で
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制

度
」
を
数
の
力
で
強
行
導
入
し
た
。
い
よ
い
よ
本
丸
の
解
雇
の
金

銭
解
決
に
踏
み
込
ん
で
来
よ
う
と
し
て
い
る
。
解
雇
の
金
銭
解
決

制
度
の
導
入
は
、
労
働
政
策
審
議
会
（
厚
労
省
）
に
お
い
て
労
働

者
側
委
員
な
ど
の
反
対
で
こ
れ
ま
で
何
度
も
審
議
ス
ト
ッ
プ
さ
せ

て
き
た
。
断
じ
て
許
し
て
は
な
ら
な
い
。 


